
規

則

(

第
四
十
号)

○
福
岡
県
介
護
福
祉
士
等
修
学
資
金
貸
与
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則

(

高
齢
者
支
援
課)

一

福
岡
県
介
護
福
祉
士
等
修
学
資
金
貸
与
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ

に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
年
四
月
七
日

福
岡
県
知
事

麻

生

渡

福
岡
県
規
則
第
四
十
号

福
岡
県
介
護
福
祉
士
等
修
学
資
金
貸
与
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
岡
県
介
護
福
祉
士
等
修
学
資
金
貸
与
条
例
施
行
規
則

(

平
成
五
年
福
岡
県
規
則
第
五
十
七
号)

の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
の
二
の
項
中

｢

身
体
障
害
者
福
祉
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
十
三
号)

｣
を

｢

障
害
者
自
立
支
援
法

(

平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

附
則
第
四
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

な
お
従
前
の
例
に
よ
り
運
営
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
た
同
項｣

に
、

｢

の
介
護
職
員｣

を

「
並
び
に
障
害
者
自
立
支
援
法
に
規
定
す
る
地
域
活
動
支
援
セ
ン
タ
ー
及
び
障
害
者
支
援
施
設
に
お
い

て
、
そ
の
主
た
る
業
務
が
介
護
等
で
あ
る
従
業
者｣

に
改
め
、
同
表
三
の
項
中

｢

寮
母｣

を

｢

介
護
職

員｣

に
改
め
、
同
表
五
の
項
中

｢(

平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

｣

及
び

｢

同
法
附
則
第
八
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
と
み
な
さ
れ
た
事
業
を
含
む
。｣

を
削
り
、

｢

、
行

動
援
護
又
は
外
出
介
護｣

を

｢

、
重
度
訪
問
介
護
、
行
動
援
護
、
生
活
介
護
、
共
同
生
活
介
護
、
自
立

訓
練
、
就
労
移
行
支
援
若
し
く
は
就
労
継
続
支
援

(

重
度
障
害
者
等
包
括
支
援
に
お
い
て
提
供
さ
れ
る

場
合
を
含
む
。)

又
は
療
養
介
護｣

に
、

｢

の
従
業
者
で
、
そ
の
主
た
る
業
務
が
介
護
等
で
あ
る
者｣

を

｢

に
お
い
て
、
そ
の
主
た
る
業
務
が
介
護
等
で
あ
る
従
業
者
及
び
当
該
事
業
所
の
長｣

に
改
め
、
同

表
六
の
項
を
削
り
、
同
表
七
の
項
中

｢

訪
問
介
護
員｣

を

｢

訪
問
介
護
員
等｣

に
改
め
、
同
項
を
同
表

六
の
項
と
し
、
同
表
中
八
の
項
を
七
の
項
と
し
、
九
の
項
か
ら
一
一
の
項
ま
で
を
一
項
ず
つ
繰
り
上
げ

、
同
表
一
二
の
項
中

｢

小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
を
い
う｣

及
び

｢

介
護
予
防
小
規
模
多
機
能
型
居

宅
介
護
を
い
う｣

の
下
に

｢

。
以
下
同
じ｣

を
加
え
、
同
項
を
同
表
一
一
の
項
と
し
、
同
表
一
三
の
項

中

｢

認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
を
い
う｣

及
び

｢

介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
を
い

う｣

の
下
に

｢

。
以
下
同
じ｣

を
加
え
、
同
項
を
同
表
一
二
の
項
と
し
、
同
表
一
四
の
項
を
同
表
一
三

の
項
と
し
、
同
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

別
表
第
一
中
二
〇
の
項
を
削
り
、
二
一
の
項
か
ら
二
六
の
項
ま
で
を
一
項
ず
つ
繰
り
上
げ
、
二
五
の

項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

別
表
第
一
中
二
七
の
項
を
削
り
、
二
八
の
項
か
ら
三
〇
の
項
ま
で
を
一
項
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

別
表
第
二
の
二
の
項
中

｢

平
成
十
七
年
二
月
十
四
日
雇
児
発
第
〇
二
一
四
〇
〇
三
号｣

を

｢

平
成
十

九
年
一
月
二
十
三
日
雇
児
発
第
〇
一
二
三
〇
〇
二
号｣

に
改
め
、
同
表
九
の
項
中

｢

身
体
障
害
者
福
祉

法｣

の
下
に

｢
(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
十
三
号)

｣

を
加
え
、
同
表
一
〇
の
項
か
ら
一
三
の

項
ま
で
を
削
り
、
同
表
一
四
の
項
中

｢

身
体
障
害
者
更
生
援
護
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準

｣

を

｢

身
体
障
害
者
社
会
参
加
支
援
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準｣

に
改
め
、
同
項
を
同
表

一
〇
の
項
と
し
、
同
表
一
五
の
項
中

｢｢

精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
運
営
要
領
に
つ
い
て｣

(

平
成
八

…
…
…
…
…
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年
一
月
十
九
日
健
医
発
第
五
十
七
号)

に
規
定
す
る｣

を
削
り
、
同
項
を
同
表
一
一
の
項
と
し
、
同
表

一
六
の
項
を
削
り
、
同
表
一
七
の
項
か
ら
二
一
の
項
ま
で
を
五
項
ず
つ
繰
り
上
げ
、
同
表
二
二
の
項
か

ら
二
四
の
項
ま
で
を
削
り
、
同
表
二
五
の
項
を
同
表
一
七
の
項
と
し
、
同
表
二
六
の
項
を
同
表
一
八
の

項
と
し
、
同
表
二
七
の
項
中

｢

並
び
に

｢｣

を

｢

、｢｣

に
改
め
、｢

並
び
に
指
定
介
護
療
養
型
医
療
施

設
に
お
い
て｣
を
削
り
、

｢

に
規
定
す
る
介
護
支
援
専
門
員｣

の
下
に

｢

、｢

指
定
地
域
密
着
型
サ
ー

ビ
ス
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準｣

(

平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
令
第
三
十
四
号

)

に
規
定
す
る
生
活
相
談
員
及
び
介
護
支
援
専
門
員
並
び
に
当
該
施
設
の
長｣

を
加
え
、
同
項
を
同
表

一
九
の
項
と
し
、
同
表
二
八
の
項
を
同
表
二
〇
の
項
と
し
、
同
項
の
次
に
次
の
八
項
を
加
え
る
。

別
表
第
二
の
三
〇
の
項
中

｢

第
二
条
第
十
三
号｣

を

｢

第
二
条
第
十
四
号｣

に
改
め
、
同
項
ク
を
削

り
、
同
項
キ
中

｢

児
童
福
祉
法
第
六
条
の
二
第
八
項｣

を

｢

障
害
者
自
立
支
援
法｣

に
改
め
、
同
項
キ

を
同
項
ク
と
し
、
同
項
カ
を
同
項
キ
と
し
、
同
項
オ
中

｢

地
域
福
祉
権
利
擁
護
事
業
実
施
要
領｣

を

｢

日
常
生
活
自
立
支
援
事
業
実
施
要
領｣

に
改
め
、
同
項
オ
を
同
項
カ
と
し
、
同
項
エ
を
同
項
オ
と
し
、

同
項
ウ
を
同
項
エ
と
し
、
同
項
イ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ウ

指
定
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
、
指
定
地
域
密
着
型
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
又
は
指
定

介
護
予
防
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
を
行
う
介
護
保
険
法
施
行
規
則
に
規
定
す
る
適
合
高
齢
者

専
用
賃
貸
住
宅
に
お
い
て
、
生
活
相
談
員
及
び
計
画
作
成
担
当
者
並
び
に
当
該
施
設
の
長
が
行
う

業
務

別
表
二
の
三
〇
の
項
ツ
中

｢

身
体
障
害
者
更
生
援
護
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準｣

を

｢

身
体
障
害
者
社
会
参
加
支
援
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準｣

に
改
め
、
同
項
テ
中

｢

障
害
者

デ
イ
サ
ー
ビ
ス｣

を

｢

重
度
障
害
者
等
包
括
支
援
、
共
同
生
活
介
護｣

に
改
め
、
同
項
ト
を
次
の
よ
う

に
改
め
る
。

ト

｢

地
域
生
活
支
援
事
業
の
実
施
に
つ
い
て｣

(

平
成
十
八
年
八
月
一
日
障
発
第
〇
八
〇
一
〇
〇

二
号
厚
生
労
働
省
社
会
・
援
護
局
障
害
保
健
福
祉
部
長
通
知)

に
基
づ
く
身
体
障
害
者
自
立
支
援

事
業
、
日
中
一
時
支
援
事
業
、
経
過
的
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
事
業
、
経
過
的
精
神
障
害
者
地
域
生
活
支

援
セ
ン
タ
ー
事
業
又
は
精
神
障
害
者
退
院
促
進
支
援
事
業
を
行
う
施
設
に
お
い
て
、
相
談
援
助
業

務
を
行
っ
て
い
る
専
任
の
職
員
及
び
当
該
施
設
の
長
が
行
う
業
務

別
表
二
の
三
〇
の
項
中
ナ
及
び
ニ
を
削
り
、
ヌ
を
ナ
と
し
、
ネ
を
ニ
と
し
、
ノ
を
ヌ
と
し
、
ヌ
の
次

に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ネ

指
定
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
若
し
く
は
指
定
介
護
予
防
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
又
は
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指
定
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
若
し
く
は
指
定
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
を

行
う
施
設
に
お
い
て
、
介
護
支
援
専
門
員
及
び
当
該
施
設
の
長
が
行
う
業
務

ノ

指
定
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
入
所
者
生
活
介
護
を
行
う
施
設
に
お
い
て
、
生
活
相
談

員
及
び
介
護
支
援
専
門
員
並
び
に
当
該
施
設
の
長
が
行
う
業
務

別
表
二
の
三
〇
の
項
ミ
中

｢

第
十
二
号｣

を

｢

第
十
三
号｣

に
、

｢

マ｣

を

｢

ミ｣

に
改
め
、
同
項

ミ
を
同
項
ム
と
し
、
同
項
マ
を
同
項
ミ
と
し
、
同
項
ホ
中

｢

ホ
ー
ム
レ
ス
総
合
推
進
業
務｣

を

｢

ホ
ー

ム
レ
ス
総
合
相
談
推
進
事
業｣
に
改
め
、
同
項
ホ
を
同
項
マ
と
し
、
同
項
へ
を
同
項
ホ
と
し
、
同
項
フ

中

｢｢

介
護
予
防
・
地
域
支
え
合
い
事
業
の
実
施
に
つ
い
て｣

(

平
成
十
三
年
五
月
二
十
五
日
老
発
第

二
百
十
三
号
厚
生
労
働
省
老
健
局
長
通
知)

｣

を

｢
｢

地
域
支
援
事
業
の
実
施
に
つ
い
て｣

(

平
成
十

八
年
六
月
九
日
老
発
第
〇
六
〇
九
〇
〇
一
号
厚
生
労
働
省
老
健
局
長
通
知)

｣

に
、

｢

高
齢
者
住
宅
等

安
心
確
保
事
業｣

を

｢

高
齢
者
の
安
心
な
住
ま
い
の
確
保
に
資
す
る
事
業｣

に
、

｢

や
高
齢
者
の
居
住

の
安
定
確
保
に
関
す
る
法
律

(

平
成
十
三
年
法
律
第
二
十
六
号)

に
よ
る｣

を

｢

、｣

に
、

｢

及
び
高

齢
者
円
滑
入
居
賃
貸
住
宅

(

登
録
住
宅)

｣

を

｢

、
高
齢
者
専
用
賃
貸
住
宅
、
多
く
の
高
齢
者
が
居
住

す
る
集
合
住
宅｣

に
改
め
、
同
項
フ
を
同
項
へ
と
し
、
同
項
ヒ
を
同
項
フ
と
し
、
同
項
ハ
の
次
に
次
の

よ
う
に
加
え
る
。

ヒ

介
護
保
険
法
に
規
定
す
る
介
護
予
防
支
援
事
業
を
行
っ
て
い
る
事
業
所
に
お
い
て
、
担
当
職
員

及
び
当
該
事
業
所
の
長
が
行
う
業
務

附

則

(

施
行
期
日)

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

(

経
過
措
置)

２

改
正
後
の
福
岡
県
介
護
福
祉
士
等
修
学
資
金
貸
与
条
例
施
行
規
則
の
規
定
は
、
平
成
十
九
年
四
月

一
日
以
降
福
岡
県
介
護
福
祉
士
等
修
学
資
金
貸
与
条
例
第
三
条
に
規
定
す
る
貸
与
契
約
を
締
結
す
る

者
か
ら
適
用
す
る
。

３

こ
の
規
則
の
施
行
前
に
修
学
資
金
の
貸
与
を
受
け
、
改
正
前
の
別
表
第
一
又
は
別
表
第
二
の
業
務

（
以
下

｢

改
正
前
の
業
務｣

と
い
う
。)

に
従
事
し
て
い
る
者
で
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
に
よ
り

業
務
が
異
な
る
こ
と
と
な
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
改
正
前
の
業
務
に
従
事
し
て
い
た
期
間
は
改
正
後

の
別
表
第
一
又
は
別
表
第
二
の
業
務
に
従
事
し
て
い
た
期
間
と
み
な
す
。
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